
上乗せ給付である災害保障特約を解約し死亡・高度障害のみの保障となり、保険料が引下げとなります。
また、“きずな”（生命保険部分）の下位コースとして Ｔコース（死亡・高度障害保険金300万円）を新設します。

災害保障特約の解約により消滅する「不慮の事故による5日以上の入院（120日を限度）」の代替制度として、本人及び配偶者に
遺族付加年金“きずな”普通傷害（損害保険部分）の上位コースを増設し、選択できるようになります。

制度名称が変更となり、医療保険の加入要件が緩和されます。

入院保険の死亡保険金を解約し、入院給付金のみの保障となり保険料が引下げとなります。

契約解除日 令和2年3月31日

遺族付加年金“きずな”
令和3年1月更新の募集が始まります
募集期間：令和2年5月下旬から8月5日（水）

遺族付加年金“きずな”（生命保険部分）

普 通 傷 害

医療保障保険（基本部分・給付拡大部分）

制度が大きく変わります

新コース
又は

現在コース
どちらか選択
してください

区分 死亡・高度障害のとき 災害保障特約
（不慮の事故を原因として事故の日から180日以内の）

本人
年金又は一時金

不慮の事故・
特定感染症に
よる死亡

高度障害 身体障害
（程度により）

5日以上の入院
（120日を限度として）配偶者

こども

コース 死亡 後遺障害
（程度により）

入院（1日目から）
（事故の発生の日からそ
の日を含めて180日以
内の入院について）
入院保険金

手術
（状況により）

通院
（1日目から） 月額掛金

新コース 210 万円 8.4 万円～
210 万円

1 日につき
4,000 円

2万円・
4万円

1日につき
2,500 円 770 円

現在 210 万円 8.4 万円～
210 万円

1日につき
3,100 円

1.55 万円・
3.1 万円

1日につき
1,500 円 560 円

入院給付金 死亡保険金
コースに応じて

日額 3,000 円～ 10,000 円 10 万円

業者名 所在地 取扱商品
有限会社アソック 足利市久保田町 1556

自動車

丸和ホンダ有限会社 栃木市箱森町 39-17
有限会社田口自動車整備工場 栃木市藤岡町藤岡 3656

有限会社玉野自動車 栃木市藤岡町藤岡 1870
海老沼自動車 小山市大字上生井 1231-1

リョウワオート販売株式会社 大田原市加治屋 94

コースにより
152円から780円の
保険料が引下げ

死亡保険金の解約により
28円から87円の保険料が引下げ

解約する保障

10 万円

物資指定店の契約を
解除しました

制度改正となる
ため加入者の方
は全員申込書の
提出をお願いし
ます。

総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは

※1

※2

死亡保険金 後遺障害保険金 手術保険金 通院保険金

※1 ・ 現行のコース内容は主契約（新・団体定期保険）に特約（災害保障特約・こども特約・こども災害保障特約・年金払特約・半年払保険料併用特約）をセットしたものです。
 ・ 改定後のコース内容は主契約（新・団体定期保険）に特約（こども特約・年金払特約・半年払保険料併用特約）がセットされています。
※2 ・  遺族付加年金“きずな”普通傷害（損害保険部分）は遺族付加年金“きずな” （生命保険部分）とセットでご加入ください。
 ・ 遺族付加年金“きずな”は生命保険部分と損害保険部分をセットしたものです。生命保険部分と損害保険部分ではお支払いの対象となる支払事由や支払保険金の算
  出方法、給付割合等が異なります。

医療保障保険（基本部分）
医療保障保険（給付拡大部分）

入院保険
医療保険基本部分への加入が必要

それぞれ
単独加入可▶（

現
行
）

（
改
正
後
）

※きずなへの加入
　は必要です
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